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◎群馬県告示第１４７号 

 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされた同令による改正前の地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、次のとおり貸付金の元利償還金の収納事務を委託した。 

  令和６年５月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 委託を受けた者の所在地及び名称 東京都新宿区大久保一丁目３番２１号ルーシッドスクエア新宿イースト８

階 オリファサービス債権回収株式会社  

２ 委託した事務の内容 群馬県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（昭和５７年群馬県規則第２１号）に規

定する貸付金のうち未収金の収納事務 

３ 委託期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

◎群馬県告示第１４８号 

 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされた同令による改正前の地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、次のとおり使用料及び物品売払代金の収納事務を委託した。 

   令和６年５月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 委託を受けた者の所在地及び名称 太田市植木野町３００番地１ 株式会社シムックス 

２  委託した事務の内容 

(1) 群馬県県有施設共通パスポート条例別表第２に掲げる共通パスポート発行に係る使用料の収納事務 

(2) 群馬県が作成した行政資料の有償頒布に係る物品売払代金の収納事務  

３ 委託期間 令和６年５月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

◎群馬県告示第１４９号 

群馬県食品安全基本条例（平成１６年群馬県条例第７号）第１９条の規定により、令和５年度における同条例の

運用状況を次のとおり公表する。 

令和６年５月２１日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ リスクコミュニケーション（意見交換会）の実施状況 

 (1) 件数 ２０件 

 (2) 参加者数 ３，５１３人 

２ 施策の申出件数及びその処理の分類別件数 

 (1) 申出件数 なし 

■ 告  示 
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 (2) 処理の分類別件数 なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１５０号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和６年５月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 多野郡上野村大字野栗沢字新井３１１の２、３１２の４、３１９の２、字小畑ケ

甲５６９、５６９の２ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐は、択伐による。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め 

る標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び上野村役場に備え置いて縦

覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１５１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和６年５月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第１５２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定により、館林都市計画工業団地造成事業を決定

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

一般国道 ３５４号 伊勢崎市田中町１０５９番
の１地先から同市同３６１
番地先まで 

前 ２６．５～３２．０ ２３４．０ 

後 ２６．５～３６．８ ２３４．０ 
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したので、同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書

を公衆の縦覧に供する。 

   令和６年５月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画工業団地造成事業 館林大島地区 

２  都市計画を定める土地の区域 館林市大島町の一部 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県館林土木事務所及び館林市都市建設部都市計画課 

 

 

 

◎群馬県告示第１５３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

館林都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和６年５月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画区域区分 館林大島地区、明和大輪中工業団地地区 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 館林市大島町、邑楽郡明和町大輪の各一部 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県館林土木事務所、館林市都市建設部都市計画課及び明和町都

市建設課 

 

 

 

群馬県毒物劇物取扱者試験規則（昭和２６年群馬県規則第２７号）第１条の規定により、毒物劇物取扱者試験を

次のとおり実施する。 

令和６年５月２１日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 試験日時 令和６年１０月２０日（日）午後１時から午後２時３０分まで 

２ 試験場所 前橋市上沖町３２３－１ 群馬県立県民健康科学大学 

３ 試験の種類 

(1) 一般 

(2) 農業用品目 

(3) 特定品目 

４ 試験科目 

(1) 筆記試験 

ア 毒物及び劇物に関する法規 

イ 基礎化学 

ウ 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法 

(2) 実地試験 毒物及び劇物の識別及び取扱方法（筆記方式） 

５ 受験手数料 １０，７００円（群馬県証紙又は払込書による。） 

■ 公  告 
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６ 試験願書 

(1) 願書配布 群馬県健康福祉部薬務課、県内の各保健福祉事務所及び中核市（前橋市及び高崎市）の保健所に

おいて願書を配布する。 

(2) 願書受付 願書は、令和６年８月２６日（月）から同月３０日（金）までの期間、県内の各保健福祉事務所

及び中核市（前橋市及び高崎市）の保健所において受け付ける。 

(3) 願書の受付方法 願書は、前記(2)の受付場所に持参すること。ただし、県外居住者にあっては郵送を認め、

令和６年８月３０日（金）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

７ 問合せ先 試験についての問合せは、群馬県健康福祉部薬務課又は県内の各保健福祉事務所にすること。 

 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、館林農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。 

令和６年５月２１日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の館林農業振興地域は、館林市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和６年群馬県告示第１５３号）後の都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）に基づく市街化区域 

２ 堀工町のうち字出戸９７４、９７５の１、９７５の２、９７９、９８２の２、９８２、９８３、９８４、９８

５、９８６、９８７の１、９８７の２及び９８７の３並びに字道満９９４の１、９９５の１、９９６、９９７、

９９８の１、９９８の３、９９９の１、１０００の１、１０００の４、１００３から１００８まで、１０１１、

１０１２、１０１３、１０１４、１０１５の１、１０１６の３、１０１７から１０１９まで、１０２０の２、１

０２１の２、１０２１の３及び１０２２から１０２８までの区域 

 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、明和農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。 

令和６年５月２１日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の明和農業振興地域は、邑楽郡明和町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和６年群馬県告示第１５３号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年５月２１日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
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土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

甘楽多野用水 理 事 再 任 春山彰太郎 高崎市吉井町本郷５６８番地 

 同   同  八木正信 富岡市田篠１４３２番地 

 同   同  大小原廣志  同 上小林３４７番地２ 

 同   同  板井六男 甘楽郡甘楽町大字造石１３２番地１ 

 同  新 任 長田芳 高崎市吉井町長根１６２８番地２ 

 同   同  河田知久  同 吉井町片山３５３番地 

 同   同  堀越良和  同 吉井町本郷５５４番地 

 同   同  大岡武志 富岡市七日市１９２番地２ 

 同   同  金庭敏  同 富岡７２５番地 

 同   同  新井節男  同  同 ２１４９番地 

 同   同  佐藤信幸  同  同 ２４８７番地３３ 

 同   同  鈴木照一  同 宮崎２９１番地 

 同   同  石田明久  同 田島１８０番地 

 同   同  浦野信一  同 中沢４５２番地１ 

 同   同  関口弘美  同 神成１１４０番地２ 

 同   同  神部弘美  同 妙義町下高田３５３５番地１ 

 同  退 任 山崎孝一 高崎市吉井町長根１７４３番地 

 同   同  河田一男  同 吉井町片山１７０番地 

 同   同  吉井邦夫  同 吉井町本郷５７０番地１ 

 同   同  戸塚博昭 富岡市七日市８２０番地 

 同   同  畑村繁  同 富岡１８１１番地２ 

 同   同  矢島利和  同 曽木８９２番地 

 同   同  清水栄二  同 別保４４番地 

 同   同  黛佳伸  同 神農原９８８番地 

 同   同  吉田敬治  同 田島４２０番地 

 同  同 折茂守八  同 神成８０６番地 

監 事 再 任 栗本文憲 高崎市吉井町長根１６９２番地 

 同 新 任 折茂守八 富岡市神成８０６番地 

 同  同 黒澤繁雄 甘楽郡甘楽町大字造石４２５番地２ 

 同 退 任 津金澤勇 富岡市中沢１２１番地１ 

 同  同 黒澤新一 甘楽郡甘楽町大字造石５６６番地１ 
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 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により赤城北ろく土地改良区の定款の変更を令

和６年５月１３日に認可したので、同条第３項の規定により公告する。 

    令和６年５月２１日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により南八幡堰土地改良区の定款の変更を令和

６年５月１３日に認可したので、同条第３項の規定により公告する。 

    令和６年５月２１日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により天狗

岩堰土地改良区の土地改良事業計画の変更を適当と決定したので、同法第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

令和６年５月２１日 

群馬県知事  山  本  一  太 

１ 縦覧に供する書類 変更後の土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 令和６年５月２２日から同年６月１８日まで  

３ 縦覧に供する場所 前橋市役所、高崎市役所及び玉村町役場 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和６年５月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 甘楽郡甘楽町大字善慶寺字蛇喰１４０４－１、１
４０４－４、１４０４－５、１４０７－１、１４
０７－３、１４６５ 

富岡市富岡７７９番地 
山口ホールディングス株式会社 代表取締役 
山口隆夫 

 
 

 

 

 群馬県警察国有物品管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

■ 公安委員会規則 
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  令和６年５月２１日 

群馬県公安委員会委員長 五十嵐 清 隆   

群馬県公安委員会規則第７号 

   群馬県警察国有物品管理規則の一部を改正する規則 

 群馬県警察国有物品管理規則（昭和３９年群馬県公安委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条に次のただし書を加える。 

  ただし、警察本部長が別に定めるところにより管理する場合は、この限りでない。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

○告示正誤 

 令和６年４月１９日群馬県告示第１１１号（使用料及び物品売払代金の収納事務の委託） 
 

発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０１９２号 ２ ２ 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６
７号）第２４３条の２第１項 
 

地方自治法施行令等の一部を改正
する政令（令和６年政令第１２
号）附則第２条第１項の規定によ
りなお従前の例によることとされ
た同令による改正前の地方自治法
施行令（昭和２２年政令第１６
号）第１５８条第１項 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 

■ 正  誤 


